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Ⅰ　は じ め に

　安全配慮義務は，労働契約法（労契法）5条に
よれば，「労働者がその生命，身体等の安全を確
保しつつ労働することができるよう，必要な配慮
をする」使用者の義務と定義される。あまりにも
大雑把な定義である。判例法理における定義はよ
り詳細であり，「労働者が労務提供のため設置す
る場所，設備もしくは器具等を使用し又は使用者
の指示のもとに労務を提供する過程において，労

働者の生命及び身体等を危険から保護するよう配
慮すべき義務」とされる1）。安全配慮義務という
概念は，判例法理としてはまず国の国家公務員
（自衛隊員）に対するものとして認められ2），その
後私企業の使用者にも拡張された。この自衛隊事
件の最高裁判決の表現を援用すると，労働契約に
おける安全配慮義務は，使用者が負う信義則（民
法 1条 2項）上の付随義務とされるが，労契法の
労働契約内容規律効から，現在ではより直截に法
定の義務となっている。
　ところで，使用者の安全配慮義務と深く関係す
る労働安全衛生法（労安衛法）1条では，「職場に
おける労働者の安全と健康の確保」を同法の目的
としている。つまり，そこでは労働者の安全とと
もに健康も保護の対象とされている。同法は，安
全と衛生を区別せずに用いている場合もあるが，
両者を分けて，健康については「衛生」という概

安全配慮義務は，判例法理により確立され，また判例・裁判例の積み重ねによってその内
容が具体化されてきた。安全配慮義務は当初は，労働者の身体的な安全を保護対象として
いたが，過労を理由とした疾患・死亡・自殺が問題化するに伴い，その対象を労働者の身
体的・精神的健康に拡大してきた。こうして健康配慮義務という概念が登場するように
なった。健康配慮義務を安全配慮義務とは別の義務と考える見解もあるが，両者を分ける
意味はない。むしろ両者を包含するものとして，今日では安全健康配慮義務という概念が
適切であろう。こうした変化はまた，労働安全衛生法の変化ともなって現れている。すな
わち，1980 年代以降の度重なる同法の改正により，同法の目的が消極的な健康管理から
積極的な健康の保持増進に転換し，さらに新たな疲労やストレス問題が注目されることに
伴い快適な職場環境を形成すること，過労死等の予防対策として健康診断に基づいた対策
を講じること等が事業者（使用者）に義務づけられるようになっている。労働者の健康管
理やその侵害の予防に関して使用者に求められる同法上の義務は，ますます緻密化・高度
化しており，それは安全健康配慮義務の内容にも当然に影響を及ぼしていく。
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念でくくっている場合もある（16 条以下参照）。
　労安衛法がその保護対象を広くとっていること
に加えて，今日の労働の現場で過労やハラスメン
ト等に起因した疾病，死亡あるいは自殺が増加し
ている実態を考慮すると，労働者の身体・精神面
での健康の保護が同法の重要な目的になっている
ことを，きちんと認識する必要がある。このこと
を反映させれば，「安全配慮義務」という概念よ
りも「安全健康配慮義務」という概念の方が，事
の本質上適切であろう。以下ではそのことを中心
に論じてみたい。

Ⅱ　安全配慮義務法理の形成

　（1）　安全配慮義務の法理が形成されたのは，
労働者の身体的な安全が脅かされた事例において
であった。すなわち，当初の最高裁判決では，自
衛隊での事件が多いが，いずれもが自衛隊員が乗
務していた自動車事故やヘリコプター等の事故に
巻き込まれた事案であった3）。また，民間企業で
の最初の最高裁判決である川義事件は，宿直に従
事していた労働者が夜間に押し入った元従業員に
殺害された事案であった4）。
　最初の最高裁判決である陸上自衛隊八戸車両整
備工場事件では，確かに「公務員の生命および健
康等を危険から保護する」と表現されているが，
保護の中心と考えられていたのは，身体的な安全
であったといってよいであろう。昭和年代の判
例・裁判例を詳細に分析している中嶋の研究で
も，このことが明らかにされている。つまり，そ
こで問題となっている安全配慮義務の内容は，物
的環境を整備する義務，人的配備を適切に行う義
務，安全教育・適切な業務指示を行う義務，履行
補助者によって適切な運転・操縦・機械操作等を
行う義務等として具体化されている5）。

　（2）　こうしたことを前提にして，次のような
判例法理が形成された。すなわち，訴訟において
同「義務の内容を特定し，かつ，義務違反に該当
する事実を主張・立証する責任は，国の義務違反
を主張する原告にある」とされる6）。このことに
よって，一般に考えられていた安全配慮義務違反

という債務不履行構成の意義は，かなり減殺され
ることになった。また，時効は，不法行為構成の
場合には 3年である（民法 724 条）のに対して，
債務不履行構成の場合には 10 年である（同 167
条）から，後者の方が原告である労働者や遺族に
とっては有利であるが，後者の場合には遺族固有
の慰謝料請求は認められないし，損害遅延金の起
算点も事故発生時ではなく請求時が基準となるた
めに7），原告にとって不利な面もある。
　このことは，新美によってすでに早くから認識
されており，損害賠償の領域では安全配慮義務の
存在意義はきわめて乏しくなっていると指摘さ
れ，その要件と効果の両面で不法行為規範が選択
されていた8）。
　こうしたこともあって，労災民訴の原告は，時
効問題をクリアできる場合には，債務不履行構成
と不法行為構成の双方を主張することが多く，裁
判所も効果として有利な不法行為構成で処理する
ことがある。この場合に用いられるのは，安全配
慮義務違反はなく，不法行為上の注意義務違反と
いう法律構成である9）。

　（3）　労災民訴における安全配慮義務（債務不
履行）構成と注意義務（不法行為）構成との相違
は，次第に融解しつつあるが，だからといってこ
の区別の実益がなくなったわけではない。この問
題は，安全配慮義務に対して労働者の履行請求が
可能か，あるいは同義務が履行されないときに労
働者には労務拒否権があるか，という問題として
かねてから議論されてきたが，最近再び注目され
ている。
　中嶋は，規範内容を明確にせずに付随義務論を
論じることに警告を発しながら，安全配慮義務に
ついては，単に損害賠償請求の前提としてだけで
はなく，労働者からその履行等を求めうる点でそ
の存在意義を肯定する。そして，労安衛法上の規
制のうち物理化学的・医学的に危険の高い機械・
有害物質が特定されている場合に労働者からの安
全配慮義務履行請求権を容認し，直接かつ重大な
危険の存在等が認められる場合に労働者には労務
給付拒絶権があると論じる10）。
　鎌田もまた，安全配慮義務の内容が具体的に特
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定されること，労働者の生命・健康が現に侵害さ
れていたり，侵害される具体的なおそれがあるこ
とを要件として，危険・有害物を使用しないとい
う不作為請求，安全配慮のための具体的措置を執
る作為請求と交渉機会の実効的保障という作為請
求を認める11）。
　私は以前からこの問題について肯定的に解して
きた12）。ここで詳論はしないが，セクシュアル・
ハラスメント問題や嫌煙・分煙問題でもこの論点
は実務上も注目されており13），射程が広い重要な
テーマである。さらに理論的に検討を深めていく
ことが期待されるが，その際に，労働契約関係は
労務給付と賃金支払いの一回的な交換関係ではな
く，継続性を有していること（継続性の尊重），労
働者の生命や健康という法益は一旦侵害されると
回復が不可能かきわめて困難であること（侵害・
保護法益の特殊性），労基署への申告（労基法104条）
だけでは，制度上の不完全性から安全健康に関す
る労働者の権利保護として十分でないこと14）（労
基署の機能の不完全性），等の認識が重要である。

Ⅲ　労安衛法と安全配慮義務

　（1）　安全衛生に関する規定は，元々労基法に
存在していたが，規定内容はきわめてシンプルな
ものであった。つまり，危害の防止（42 条ないし
45 条），安全装置（46 条），性能検査（47 条），有
害物の製造禁止（48 条），危険業務の就業制限（49
条），安全衛生教育（50 条），病者の就業禁止（51
条），健康診断（52 条），安全管理者および衛生管
理者（53 条），監督上の行政措置（54 条，55 条）
の 10 数カ条にすぎなかった。その後労働安全衛
生規則等がたびたび改正されたが，それでも産業
構造の変化や就業環境の変化等に伴って生じる労
働災害の多発化や複雑化に十分に対応できなくな
り，1972 年に労安衛法が労基法から切り離され
て制定された（同法 1条には労基法とのドッキング
規定があるが）。その後同法や同法施行規則等の改
正が繰り返されている15）。
　同法と使用者の安全配慮義務との関係はどのよ
うに考えたらよいのか。同法研究の第一人者であ
る小畑によれば，法の目的，構造，履行確保の

面，あるいは労基法 13 条のような直律的効力を
定めた規定を欠いていること等の理由から，同法
は純然たる公法的性格の法であり，労働契約上の
権利義務を規律するものではないとされる16）。た
だし，この論者も，使用者の安全配慮義務の内容
を判断するに際して同法を斟酌することまで否定
はしない17）。
　これに対して筆者は，労基法とのドッキング規
定を根拠に，労安衛法の規定も労働契約上の権利
義務の内容を規律すると論じた18）。裁判例の中に
も，労安衛法は行政取締法規であるとしながら，
同法の規定内容が労働契約上の使用者の安全配慮
義務の内容となると解するものがある19）。
　労安衛法は，労働災害を防止するために必要と
思われる措置を講じることを使用者に求めている
が，この措置さえ講じていれば安全配慮義務を尽
くしている，といえないことはいうまでもない。
後説もそのように主張するものではない。後説を
執る裁判例をみると，使用者が法令で命じられた
措置すら執っていないことが労働災害を惹起する
原因になっており，原告はその点を安全配慮義務
違反として主張しており，判決はそれに応答して
いるにすぎないともいえる。このことを強ち誤り
ということはできないであろう。
　私見では，労安衛法の規定内容を遵守すること
が，少なくとも使用者の安全配慮義務あるいは不
法行為法上の注意義務の内容をなしている20），と
理解している。労働者が履行請求をなし得るか
は，以上と論理必然に結びつく問題ではない。も
し私見が，労基法 13 条を援用したために，労安
衛法の規定が具体的な安全配慮義務の内容を定め
ており，使用者の義務はそれに尽きると解してい
ると理解されたなら，この点は改めたい。

　（2）　しかし，だからといって労安衛法の規定
のすべてが公法的な取締規定にすぎないと解する
のもまた適切ではない。小畑説では，労安衛法で
求められている措置を講ずることは使用者の契約
上の義務ではないが，その義務の履行に関しては
斟酌しなければいけないことになる。それでは使
用者としては，どういう行為規範が求められるの
であろうか，明確ではない。以上の点はもう少し
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踏み込んだ検討が必要であろう21）。
　鎌田が適切に指摘するように，小畑説が公法私
法の厳格な分離論を前提にしている点についても
再検討が必要であろう22）。公法と私法の厳格な分
離については，公法学と私法学の双方において批
判が強くなっていること23），安全衛生や健康に関
する労働者の権利を保護する装置としては，何も
労基署だけにとどまるべきではなく，様々なチャ
ンネルが用意されているのが望ましいこと，今日
労働災害の予防という面が強調されているが，そ
の点で労働者の主体的な働きかけが不可欠である
こと等が，その理由である。
　労働保護法規の性格は，そう単純ではなく，公
法と私法との関係に関する議論のみならず，行政
取締法規と私法上の効力に関する議論24），あるい
は労働者の権利実現における行政の役割の評価な
どを参照しながら検討を深めていくことも，今後
の課題として残されている25）。

Ⅳ　労働者の健康への配慮

　（1）　かなり古くから発生していたが，1970 年
代後半から本格的に注目を浴びるようになったの
が，いわゆる過労死問題である。それに若干遅れ
て問題が顕在化してきたのが，いわゆる過労自殺
問題である26）。
　こうした背景からこの間に労安衛法も新たな展
開を示している27）。すなわち，1988 年改正によっ
て，同法第 7章の表題が「健康管理」から「健康
の保持増進のための措置」に改められ，同法の目
的が消極的な健康管理から積極的な健康の保持増
進に転換した。1992 年改正では，技術革新に伴
う新たな疲労やストレス問題が注目され，新たに
第 7章の 2が設けられ，快適な職場環境を形成す
るための措置を講じることが事業者に求められ
た。1996 年改正では過労死問題が取り上げられ，
その予防対策として健康診断結果について医師等
から意見を聴取することが義務づけられたり，必
要な労働者に保健指導を行うことが努力義務とし
て課された。さらに 2005 年改正では，一定時間
を超える時間外労働等を行った労働者に対する医
師による面談指導等が事業者と労働者に義務づけ

られている28）。このように現在の安全衛生対策で
は，労働者の身体的・精神的な健康の保持増進，
とりわけ労働者のメンタルヘルスが重要な課題と
なっている29）。

　（2）　こうした問題の登場によって安全配慮義
務論にも新たな議論が登場してきた30）。
　すなわち，渡辺は，安全配慮義務を，使用者に
よる労働場所の指定，設備等の供給または労務提
供過程における指示・管理に労働者の生命・健康
に対する危険が内在し，それが顕在化したといえ
る場合に，使用者に損害賠償責任を負わせるため
のものであるとする。そして，労安衛法が労働者
の健康障害防止のために事業者に課している措置
を講ずることを健康配慮義務の最低限度の内容と
理解し，業務要因性のある危険から労働者を保護
すべき健康配慮義務とそれ以外のものとを区別
し，前者については安全配慮義務の内容となるも
のととらえることを主張している。その前提とし
て，安全配慮義務を労働契約上の信義則上の義務
とし，健康配慮義務を不法行為法上の注意義務と
し，両者を区別している31）。論理が把握しにくい
面もあるが，法概念上安全配慮義務と区別すべき
健康配慮義務という概念を措定しているところ
に，この主張の特徴がある。
　他方で水島は，労災民訴判例・裁判例の分析か
ら，安全配慮義務を適正労働条件措置義務，健康
管理義務，適正労働配置義務に具体化し，これら
の安全配慮義務を災害の発生という極限化された
事例におけるものであるととらえ，これと通常の
労働関係において使用者が負うべき労働契約上の
義務とを区別する。そして，使用者は安全配慮義
務としてすべての労働者に対して適正労働条件設
定義務を負い，健康診断を実施し，その結果に基
づいて適正職場配置義務を負うが，それ以外の場
合には労働者の申し出に基づいてのみ健康配慮義
務として適正職場配置義務を負うにすぎないと論
ずる32）。これもまた極限的な事例での安全配慮義
務と通常の労働契約上の安全配慮義務との関係，
あるいは安全配慮義務と健康配慮義務との関係が
分かりにくいという難点を抱えているが，健康へ
の配慮という側面を描き出している点が注目され
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る。
　以上の見解は，重複を認めながら，安全配慮義
務とは別の概念として健康配慮義務を措定しよう
とするものであるが，これに対して健康配慮義務
という概念を用いながら，これを安全配慮義務の
一側面を表現するものとして用いる見解もある。
たとえば安西によれば，健康配慮義務は，安全配
慮義務の下位概念あるいは一内容とされ，労働者
の健康が業務上の危険から保護されるよう配慮す
べき義務とされる。具体的には職業病の予防義
務，業務遂行による発症・増悪の防止義務，企業
の組織的集団的共同生活関係上の健康障害防止義
務，そして一般健康管理義務と特別健康管理義務
があげられている33）。

　（3）　私は，今日の雇用の現場で起きている労
働災害の実態，そしてそれを反映している労安衛
法上の健康の維持あるいはその増進の重要性に鑑
みると，健康への配慮を使用者の義務として措定
することには賛成である。しかし，それは安全配
慮義務とは別個の，独自の義務ととらえる必要が
あるとは考えない。
　前述したように，安全配慮義務と不法行為法上
の注意義務の区別は，履行請求の可否や労働者の
履行拒絶といった問題で意義があるのであり，こ
の点で違いを認めないのなら，渡辺のいうような
安全配慮義務と健康配慮義務の区別はあまり意味
がない。
　また，従来の安全配慮義務論では労働者の「健
康への配慮」の側面が十分に把握できないという
のなら，分からないではない。しかし，そうだと
すれば，今後はより開かれた概念として，安全配
慮義務よりも「安全健康配慮義務」という概念を
用いるのが適当であろう。
　いずれにしても労働者の健康侵害が深刻になっ
ており，この点への使用者の配慮義務が重要に
なっていることは確かである。国の労災防止対策
の重点もそれに移ってきており，今後も労安衛法
や諸規則の改正等によってそれが強化されていく
ものと予測される。労働安全衛生関連法規を遵守
していれば安全健康配慮義務が尽くされていると
いうことはできないが，少なくともその遵守が安

全健康配慮義務の最低限度の内容をなしていると
はいえる。

Ⅴ　予見可能性の問題

　（1）　いわゆる過労自殺の労災民訴事件におい
て，業務とうつ病発症との間，およびうつ病と自
殺との間の相当因果関係を認めながら，使用者に
結果発生の予見可能性あるいは認識可能性がな
かったことを理由として，安全配慮義務違反や不
法行為法上の注意義務違反を否定する事例が，い
くつか見られる34）。
　「予見可能性がなかった」という使用者の抗弁
が認められたら，安全配慮義務違反の債務不履行
責任が否定されることは，林野庁高知営林局事件
最高裁判決において判示された35）。しかし，同判
決では，予見可能性の具体的な内容がどのような
ものなのかは，必ずしも明確にされていなかっ
た。この点を明らかにしたのが，電通事件の最高
裁判決36）であり，その後この判決を踏まえて過労
自殺に関する最近のいくつかの裁判例が蓄積され
ていく。
　同判決によれば「使用者は，……業務の遂行に
伴う疲労や心理的負荷等が過度に蓄積して労働者
の心身の健康を損なうことがないよう注意する義
務を負う」とされ，亡き労働者が「恒常的に著し
く長時間にわたり業務に従事していること及びそ
の健康状態が悪化していることを認識しながら，
その負担を軽減させるための措置をとらな」いこ
とについて過失責任を認めている。
　同判決の裁判官解説では，このことは使用者が
負う注意義務との関係で，次のように説明されて
いる37）。「長時間労働の継続などにより疲労や心
理的負荷等が過度に蓄積すると労働者の心身の健
康を損なうおそれがあることは周知のところであ
り，うつ病り患又はこれによる自殺はその一態様
である。殊に，A（亡き労働者─筆者注）の健康状
態が悪化したことが外見上明らかになっていた段
階では，既にうつ病り患という結果の発生を避け
られなかった可能性もあることを考えると，使用
者又はその代理監督者が回避する必要があるの
は，やはり，右のような結果を生む原因となる危
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険な状態の発生であるというべきで，予見の対象
も，右に対応したものとなると考えられる」。
　同事件は，亡き労働者の過剰な労働の実態と健
康悪化の事実を上司が知っていた事例である。そ
の場合には，労働者への負担を軽減させる措置を
講じることも，使用者の注意義務（あるいは安全
健康配慮義務）の内容となる。下級裁判例には，
こうした事実を使用者が認識していた事例もある
が，明確には知らなかった，あるいはそのように
は断定できない事例が多い。予見可能性が争点と
なるのは，いうまでもなく後者の事例においてで
ある。

　（2）　裁判例を分析すると，予見可能性に関す
る一般的な判断枠組みについては，次のような見
解がある38）。
　その 1は，労働者が心身の健康を害しているこ
とを認識していたか，あるいは認識が可能であれ
ば，自殺の結果について予見可能である，と考え
る見解である（甲説）。その 2は，通常，労働者
の心身の健康を害するような過重な労働の実態が
あり，これを認識していたか，あるいは認識可能
性があれば，うつ病の発症とその結果である自殺
についても予見可能性がある，と解する見解であ
る（乙説）。
　両説は，しかし対立したり，互いに排除し合う
ものではなく，and/or の関係にある。例えば予
見可能性の肯定裁判例を見ると，異常な長時間労
働や特に過重な業務が認定されていれば，概ね乙
説となる。その場合にも労働者に現実にうつ病の
症状が出ていることが多く，使用者には実際に認
識していたこと，あるいは容易に認識が可能で
あったことが肯定されている39）。もちろん乙説で
は，こうした現実の認識がなくても，異常な過重
労働等があれば，そのこと自体から使用者の認識
可能性が肯定される40）。
　乙説の考え方の基礎には，「労働者が過重な業
務に従事するなどして疲労や心理的負荷等が過度
に蓄積すると，労働者の心身の健康を損なう危険
があることが周知の事実である……から，過重な
業務への従事の点についての認識あるいは認識可
能性があれば，労働者の心身の健康が損なわれる

こと（その内容としてうつ病等の精神障害を発症す
ることも含まれ，また，その結果労働者が自殺をす
るに至ることも通常あり得ることである）について予
見することが……できたということができ」る41），
という認識があるといえる。
　このように考えると，現実に労働者のうつ病り
患を認識していたか，あるいは容易に認識できる
ときには，さらに業務を軽減すべき措置を講じる
義務を使用者が負い，これがなされないと安全配
慮義務あるいは注意義務（より具体的には業務軽
減義務）の違反となる。
　それに対して，労働者が長期間にわたって長時
間労働に従事していたとか，あるいは異常な加重
負荷が掛かる労働に従事していたという事実が認
定されない，あるいはできない事例においては，
甲説を採るしかない。

　（3）　前述したように，最高裁判例によれば42），
安全配慮義務は，労働者の置かれている具体的事
情に応じて異なる義務であるとされる。そのこと
はまた，予見可能性も事例によって異なりうるこ
とを意味する43）。
　電通事件最高裁判決と組み合わせてこのことを
考えると，次の法理が導ける。①業務の遂行に伴
う疲労や心理的負荷等が過度に蓄積しており，そ
のことによって労働者の心身の健康を損なうこと
が経験則上認められるような場合には，使用者は
当然に心身の健康の侵害を予測しておくべきであ
る。②業務の程度あるいはそれによる心理的負荷
等の程度が，それに至らない場合にも，個体側要
因等から心身の健康の侵害が具体的に予測できる
場合には，それを回避すべき義務を使用者が負
う。

Ⅵ　ま と め

　（1）　以上のことをまとめておきたい。使用者
には労働者の安全および健康を職場における危険
から防止する義務があり，これを安全健康配慮義
務という。法律上の根拠は労契法 5条に求めるこ
とができる。今日的な雇用の状況を考慮に入れた
場合，安全配慮義務よりは「安全健康配慮義務」
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の方が適切な表現である。
　安全健康配慮義務は，ときには労働契約上の義
務として現れることもあるし，ときには不法行為
法上の注意義務として現れることもある。前者が
必要になるのは，事故発生後 3年を超えた時間の
経過がある場合や，労働者が事故発生の急迫を感
じて履行請求を使用者に求めるような場合であ
る。
　安全健康配慮義務は，常に一義的に明白な，画
一的な義務ではなく，事業所や職務内容あるいは
労働者の個人的な事情によって異なる義務であ
る。労働安全衛生法令との関連では，その内容を
斟酌して安全健康配慮義務を尽くさなければなら
ない，というのは論理的には理解できないではな
いが，それでは使用者の行為規範は不明確になり
すぎる。むしろ，これら法令を遵守することが，
使用者の信義則上の義務として，安全健康配慮義
務の最低限度の内容をなすと考えるべきであろ
う。この最低限度の義務を前提に，個別事案にお
いてはさらに高次の，あるいは特別な義務が課さ
れる。労働安全衛生法令の改定は，使用者の最低
限度の義務内容の対象を広げると同時に，それを
より高次化していく機能を果たしている。

　（2）安全健康配慮義務論がまだ多くの課題を残
していることについては，本論で述べた。ここで
はそれとは別の視点での論点を提示しておきた
い。それは，安全健康配慮義務と労働者の責任と
の関係についてである。
　安西は，使用者の安全健康配慮義務に対して，
信義則や労安衛法の規定（26 条，66 条 5 項等）か
ら労働者にも自己保健義務があるという。具体的
な内容としては，採用時における既往症等の申告
義務，健康診断の受診義務，健康異常の申告義
務，健康管理措置への協力義務等である44）。安西
はこれらがどのような性格の義務なのか，つまり
労働者が違反したらどういう効果が生ずるのか，
等については何も語っていない。
　この場合に労働者の義務違反の範囲で使用者に
も安全健康配慮義務が免責される，との意見が見
られる45）。しかし，労働者の義務違反から直ちに
使用者の免責を認めるのは早急過ぎ適当ではな

い。使用者には労働者に対して十分な説得等を行
うことがなおも必要であり，それを尽くした場合
には，使用者の安全健康配慮義務違反を一部（労
働者の寄与過失を認める）または全部否定すると
いう処理が妥当であろう46）。
　この問題を含めて労働者の健康への配慮につい
ては，労働者のプライバシーや自己決定に関わる
領域が出てくる。労働契約関係においてその保護
の重要性が増していることを否定するものではな
いが，それを強調しすぎると，使用者の安全健康
配慮義務の縮減と労働者の自己責任の拡大につな
がる47）ことになるが，果たしてそれが正しい方向
なのか。労働者の安全健康に配慮する責任は，第
一次的には使用者にあること48）を蔑ろにするよう
な形で労働者の自己責任を強調することには，慎
重でなければならない。
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34）　JR西日本尼崎電車区事件・大阪高判平成 18・11・24 労判
931 号 51 頁，みずほトラストシステムズ事件・東京高判平成
20・7・1 労判 969 号 20 頁，立正佼成会病院事件・東京高判平
成 20・10・22 労経速 2023 号 7 頁，前田道路事件・高松高判平
成 21・4・23 労判 990 号 134 頁等。

　　これに対して予見可能性を肯定した事例として，電通事
件・東京高判平成 9・9・26 労判 724 号 13 頁，アテスト（ニコ
ン熊谷製作所）事件・東京高判平成 21・7・28 労判 990 号 50
頁，山田製作所事件・福岡高判平成 19・10・25 労判 955 号 59
頁，海上自衛隊事件（福岡高判平成 20・8・25 労経速 2017 号
3 頁等。

　　網羅的な分析としては，川人法律事務所「資料・過労死・過
労自殺損害賠償請求訴訟事案一覧」労旬 1701 号（2009 年）16
頁以下。

35）　最二小判平成 2・4・20 労判 561 号 6 頁。
36）　最二小判平成 12・3・24 労判 779 号 13 頁。
37）　八木一洋・電通事件最高裁判決解説・最高裁判所判例解説
民事篇平成 12 年度（2001 年）362 頁以下。

38）　その他に，労働者が具体的にうつ病にり患していたことに
ついて認識しており，また，その結果自殺に至ったことにつ
いて予見可能であることが必要である，とする見解がある。
使用者はしばしばこれを主張するが，裁判例は明示的にこれ
を否定したり，あるいは異なる判断方法を採ることによって，
同説に拠らないことを明らかにしている。

39）　前掲注 9）電通事件，前掲注 34）アテスト（ニコン熊谷製
作所）事件等。前掲注 34）海上自衛隊事件高裁判決では，第 1
審判決（長崎地佐世保支判平成 17・6・27 労経速 2017 号 32
頁）を覆しているが，そのポイントは，上司の発言の違法性
に対する評価および労働者の心身の異常に対する認識可能性
の評価の違いである。特に後者については，上司の厳しい指
導に際しては，使用者はそれが蓄積することによって労働者
の心身の健康が害されるおそれがあることについて「当然に
認識し得べきである」として，「心理的負荷の蓄積という危険
な状態の発生そのもの」を予見可能性の対象としている。同
事件は，自衛隊という特殊な環境，指導関係が存在する事例
に関するものではあるが，一般化できる内容を含んでいると
解してよいであろう。

40）　前掲注 34）山田製作所事件。
41）　前掲注 34）山田製作所事件，同アテスト（ニコン熊谷製作
所）事件。

42）　前掲注 3）航空自衛隊芦屋分遣隊事件。
43）　デンソー（トヨタ自動車）事件・名古屋地判平成 20・10・
30 労判 978 号 16 頁は，過労自殺の事例ではなく，過労が原
因となってうつ病にり患し，休職した労働者に関する事例で
あるが，次のような重要な判示を行う。

　　「被告らの負うべき安全配慮義務は，労働者を自己の指揮命
令下においてその業務に従事させるについて，業務内容を定
めてこれを管理するに際し，これを適切に行うなど，業務の
遂行に伴う疲労や心理的負荷等が過度に蓄積して労働者の心
身の健康を損なうことのないよう注意すべき義務であり，そ
の具体的内容は，当該労働者の置かれた具体的状況に応じて
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決定されるべきものであるから，通常であれば，被告らには
原告の業務が，社会通念上，客観的にみて平均的労働者をし
て精神障害等の疾患を発生させるような過重なもの（以下「客
観的過重労働」という）にならないように注意すれば足りると
しても，それに至らない程度の過重な業務に従事させている
労働者がそのまま業務に従事させれば心身の健康を損なうこ
とが具体的に予見されるような場合には，その危険を回避す
べく，その負担を軽減するなどの業務上の配慮を行うべき義
務があり，これを怠れば同義務の不履行となるものというべ
きである」。

44）　前掲注 33）安西論文 26 頁以下。
45）　たとえば電電公社帯広局事件・札幌高判昭和 58・8・25 労

民集 34 巻 4 号 629 頁，渡辺賢「産業医の活動とプライバ
シー」学会誌『労働法』86 号（1995 年）134 頁等。

46）　砂押以久子「情報化社会における労働者の個人情報とプラ
イバシー」学会誌『労働法』105 号（2005 年）60 頁以下。

47）　たとえば前掲注 30）品田論文 125 頁以下。
48）　前掲注 9）電通事件最高裁判決。

　わだ・はじめ　名古屋大学大学院法学研究科教授。最近の
主な著作に『人権保障と労働法』（日本評論社，2008 年）。労
働法専攻。


